あなたの賃金は
[image: ]最低賃金以上ですか？


　最低賃金は都道府県ごとに決められており、時間額（一時間あたりの賃金額）で表示されます。
	[image: ]最低賃金の計算例
●最低賃金は時間額で比較します
歩合給の時間額＝歩合給÷総労働時間
固定給の時間額＝固定給÷所定労働時間
両方ある場合は、それぞれ計算して足し合わせます
●対象にならない賃金
①臨時に払われる賃金②賞与・一時金③時間外・休日・深夜割増賃金④精皆勤手当・家族手当・通勤手当――これらは計算から除外して比較します
●計算例
45％のオール歩合賃金（45％のうち歩合給が40％、割増賃金５％）で、労働時間は１か月230時間（所定170、時間外60時間）、営収が60万円だったとします
最低賃金の対象となる賃金　…… 60万円 × 40％ ＝24万円（割増賃金は除外）
その時間額　……………………… 24万円÷230時間＝1043円
1043円が、その地方の最低賃金を下回っていれば違法です


　タクシー業界では、営業収入の落ち込みや足切り以下の低賃率により、最賃に違反する例がすくなくありません。歩合給賃金の場合、月給を時間額に直して比較します。その計算
　
した時間額が、地域の最賃を下回っていたら違法で、過去３年までさかのぼって差額を請求できます。
　しかし、法律違反であっても、会社を相手に給与を是正させるのは、ひとりでは困難です。
　自交総連に入って、力をあわせて改善しましょう。

	自 交 総 連
	(本部)〒110-0003　東京都台東区根岸2-18-2-201 電話:03-3875-8071
　　　　メール:info@jikosoren.jp　ホームページ 自交総連←検索
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　2025年度地域別最低賃金額（時間額、2025年10月～2026年９月まで適用）
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